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人
事
案
件

▽
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
＝
人
権
擁
護
委
員
の
森
田
惠

美
子
さ
ん
（
加
法
師
町
）
の
任

期
が
、
令
和
５
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、

後
任
に
上
山
晴
美
さ
ん
（
松
原

二
丁
目
）
を
推
薦
し
た
い
と
し

て
、
人
権
擁
護
委
員
法
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
に
対
し
意
見
を

求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
推
薦
に

つ
き
全
員
一
致
で
同
意
さ
れ
ま

し
た
。

▽
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
＝
人
権
擁
護
委
員
の
大
朏
輝

一
さ
ん
（
細
内
町
）
の
任
期
が
、

令
和
５
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

満
了
と
な
る
が
、
再
推
薦
し
た

い
と
し
て
、
人
権
擁
護
委
員
法

の
規
定
に
よ
り
、
議
会
に
対
し

意
見
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、

推
薦
に
つ
き
全
員
一
致
で
同
意

さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
制
定

▽
館
林
市
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
施
行
条
例
＝
デ
ジ

タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
よ
り
、
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一

部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

従
来
、
国
の
行
政
機
関
、
独
立

行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
、

民
間
事
業
者
等
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
い
た
個
人
情

報
に
関
す
る
規
律
が
、
令
和
５

年
４
月
１
日
か
ら
「
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
統

合
さ
れ
、
新
た
な
個
人
情
報
保

護
制
度
の
運
用
が
始
ま
る
こ
と

に
よ
り
、
同
制
度
に
対
応
す
る

た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、

本
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
個
人
情
報
保
護
審
査

会
条
例
＝
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形

成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
館
林
市
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
の
制
定
及
び
館
林
市
個

人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
に
あ

わ
せ
て
、
新
た
に
個
人
情
報
に

係
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
調
査

審
議
等
す
る
附
属
機
関
を
設
置

す
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
＝

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
関
係
条
例
の
一
部
を
改

正
し
、
文
言
の
整
理
、
規
定
の

整
備
な
ど
を
行
う
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

＝
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
お
い

て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
、

内
容
は
、
地
方
公
務
員
法
に
お

い
て
、
地
方
公
務
員
の
定
年
は

国
家
公
務
員
の
定
年
を
基
準
と

し
て
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
が
、
国
家
公
務
員
法

等
の
改
正
に
よ
り
国
家
公
務
員

の
定
年
が
「
65
歳
」
ま
で
段
階

的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
市

職
員
の
定
年
を
令
和
５
年
度
か

ら
令
和
13
年
度
に
か
け
て
「
65

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

　

令
和
４
年
館
林
市
議
会
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
２
日
か
ら

15
日
ま
で
の
14
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
等
は
追
加
議
案

も
含
め
24
件
で
、
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
同

意
、
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
議
員
提
出
議
案
１
件
、
請
願
１
件
の
審
議
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

歳
」
ま
で
段
階
的
に
引
き
上
げ

る
な
ど
、
国
家
公
務
員
と
同
様

の
定
年
延
長
等
の
措
置
を
講
ず

る
た
め
、
ま
た
、
整
備
対
象
条

例
と
し
て
、
13
の
条
例
の
一
部

改
正
と
、
１
つ
の
条
例
を
廃
止

す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
改
正

▽
館
林
市
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
＝
国
家
公
務
員
の
退
職

手
当
の
取
扱
い
に
準
じ
、
非
常

勤
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の

支
給
の
適
用
要
件
を
緩
和
す
る

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
基
金
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
＝
本
市
が
内
閣

府
か
ら
認
定
を
受
け
た
、
館
林

市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

推
進
計
画
に
掲
げ
る
事
業
に
つ

い
て
、
企
業
か
ら
の
寄
付
金
を

同
事
業
の
財
源
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
本

条
例
に
新
た
に
企
業
版
ふ
る
さ

と
納
税
基
金
を
設
置
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で


